主任相談支援専門員配置加算の要件について


１．算定要件について

【主任相談支援専門員配置加算（Ⅰ）300単位】（加算届出書の要件番号①～⑤、⑦）
①基幹相談支援センターの委託を受けている、児童発達支援センターと一体的に運営している又は地域の相談支援の中核を担う機関として市町村長が認める指定特定（障害児）相談支援事業所である。


・本町では、重層的支援体制整備事業の本格実施に伴い、令和６年４月から基幹相談支援センターを直営設置している。児童発達支援センターは未設置。
・地域の相談支援の中核を担う機関として町長が認めるにあたっては、自立支援協議会で地域の障害福祉サービス事業所等との協議を踏まえた上で認定する必要がある。本町の自立支援協議会は１市３町で広域実施していたが令和５年度末に解散している。令和６年度から本町のみの単独実施を予定しており、事前準備として令和６年度下半期に町内の障害福祉サービス事業所との意見交換会を実施予定。（※よって、現時点ではこの項目の要件を満たすことはできない。）

②利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催している。


・利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を月１回以上開催している。

③当該指定特定（障害児）相談支援事業所の新規に採用した全ての相談支援専門員に対し、主任相談支援専門員の同行による研修を実施している。


・当該指定特定（障害児）相談支援事業所の新規に採用した全ての相談支援専門員に対し、主任相談支援専門員の同行による研修を実施している。

④当該指定特定（障害児）相談支援事業所の全ての相談支援専門員に対し、地域づくり、人材育成、困難事例への対応などサービスの総合的かつ適切な利用支援等の援助技術の向上等を目的として指導、助言を行っている。


・当該指定特定（障害児）相談支援事業所の全ての相談支援専門員に対し、主体的かつ求めに応じて、地域づくり、人材育成、困難事例への対応などサービスの総合的かつ適切な利用支援等の援助技術の向上等を目的として指導、助言を行っている。

⑤基幹相談支援センターが実施する地域の相談支援事業者の人材育成や支援の質の向上のための取組の支援等を基幹相談支援センターの職員と共同で実施している。


・本町では、重層的支援体制整備事業の本格実施に伴い、令和６年４月から基幹相談支援センターを直営設置している。令和６年８月時点で、基幹相談支援センターとして当該取組みを行う体制が整っていない。今後当該取り組みを進めて行くことになれば、主任相談支援専門員に対し協力を依頼する可能性はある。（※現時点ではこの項目の要件を満たすことはできない。）

⑦他の指定特定相談支援事業所、指定障害児相談支援事業所及び指定一般相談支援事業所の従業者に対して上記②～④に該当する業務を実施している。


・他の指定特定相談支援事業所、指定障害児相談支援事業所及び指定一般相談支援事業所の従業者に対して上記②～④に該当する業務を実施していること。




【主任相談支援専門員配置加算（Ⅱ）100単位】（加算届出書の要件番号②～④、⑥、※⑦）
②利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催している。


・利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を月１回以上開催している。

③当該指定特定（障害児）相談支援事業所の新規に採用した全ての相談支援専門員に対し、主任相談支援専門員の同行による研修を実施している。


・当該指定特定（障害児）相談支援事業所の新規に採用した全ての相談支援専門員に対し、主任相談支援専門員の同行による研修を実施している。

④当該指定特定（障害児）相談支援事業所の全ての相談支援専門員に対し、地域づくり、人材育成、困難事例への対応などサービスの総合的かつ適切な利用支援等の援助技術の向上等を目的として指導、助言を行っている。


・当該指定特定（障害児）相談支援事業所の全ての相談支援専門員に対し、主体的かつ求めに応じて、地域づくり、人材育成、困難事例への対応などサービスの総合的かつ適切な利用支援等の援助技術の向上等を目的として指導、助言を行っている。

⑥基幹相談支援センターが実施する地域の相談支援事業者の人材育成や支援の質の向上のための取組の支援等について協力している。（市町村が基幹相談支援センターを設置していない場合は、地域の相談支援の中核機関が実施する取組について協力している。）


・本町では、重層的支援体制整備事業の本格実施に伴い、令和６年４月から基幹相談支援センターを直営設置している。令和６年８月時点で、基幹相談支援センターとして当該取組みを行う体制が整っていない。今後当該取り組みを進めて行くことになれば、主任相談支援専門員に対し協力を依頼する可能性はある。
・地域の相談支援の中核を担う機関として町長が認めるにあたっては、自立支援協議会で地域の障害福祉サービス事業所等との協議を踏まえた上で認定する必要がある。前述のとおり、令和６年度下半期に事前準備のための意見交換会を実施予定。
・（本町の事情により加算がまったくとれない状態を回避するため）令和５年度までの自立支援協議会や本町が実施する福祉関係事業等に参加・協力し、今後実施予定の自立支援協議会に参加・協力する意思があること。

⑦他の指定特定相談支援事業所、指定障害児相談支援事業所及び指定一般相談支援事業所の従業者に対して上記②～④に該当する業務を実施している。（主任相談支援専門員配置加算（Ⅱ）においては任意。ただし、その場合であっても、自事業所に他の職員が配置されていない等、②～④を自事業所内で実施することが困難な場合は必須。）



・ひとり事業所等で、②～④を自事業所内で実施することが困難な場合は、他の指定特定相談支援事業所、指定障害児相談支援事業所及び指定一般相談支援事業所の従業者に対して上記②～④に該当する業務を実施していること。




２．主任相談支援専門員の役割について

①主任相談支援専門員とは（奈良県主任相談支援専門員研修実施要項より抜粋）
地域の障害者等の意向に基づく地域生活を実現するために必要な保健、医療、福祉、就労、教育などのサービスの総合的かつ適切な利用支援等の援助技術を向上させ、困難事例に対する支援方法について修得するとともに、地域の相談支援体制において、地域課題についての協議や相談支援に従事する者への助言・指導等を実施するなど中核的な役割を果たす者。

②主任相談支援専門員研修の対象者条件（奈良県主任相談支援専門員研修実施要項より抜粋）
奈良県内において、障害児者に関する相談等の業務に従事している者で、障害児者への相談支援業務に関し十分な知識と経験を有する相談支援専門員のうち、次の（１）～（５）の要件を全て満たす者で奈良県が認める者。
（１）相談支援従事者初任者研修を修了後5 年以上、かつ相談支援従事者現任研修を修了後3 年以上、下記に掲げるいずれかの業務に従事した者。
・障害児相談支援（障害児支援利用援助及び継続障害児支援利用援助）
・基本相談支援
・地域相談支援（地域移行支援及び地域定着支援）
・計画相談支援（サービス利用支援及び継続サービス利用支援）
（２）現在、委託相談支援事業所（地域生活支援事業）、または指定特定相談支援事業所において従事している者で、地域において障害者相談支援に関する指導的役割を担っている者若しくは一年以内に担う予定のある者で、市町村が適当と認める者。
（３）奈良県が実施する相談支援従事者初任者研修、相談支援従事者現任研修、主任相談支援専門員研修の講師、ファシリテーターとして協力できる者。
（４）奈良県相談支援従事者初任者研修で行う実習受入や受講生への指導に協力できる者。
（５）本研修修了後、地域自立支援協議会や市町村に対し、修了情報として修了者の氏名、所属事業所等の情報提供をすることに同意できる者。

[bookmark: _GoBack]①及び②から、本町が主任相談支援専門員に求める役割は以下のとおり。
・町内の委託相談支援事業所、指定特定相談支援事業所、指定障害児相談支援事業所、指定一般相談支援事業所の従業者への助言。
・本町が実施する障害福祉サービス事業所連絡会への参加。
・本町が実施する自立支援協議会への参加・協力。
